
目

次

規

則

○
青
森
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
財
務
指
導
課
）
…
一

訓

令

○
職
員
の
任
免
等
発
令
事
務
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
qqqqqq（
人

事

課
）
…
一

規

則

青
森
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
二
十
六
号

青
森
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
三
月
青
森
県
規
則
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

五
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

前
項
の
規
定
に
よ
り
職
員
に
出
納
員
を
命
じ
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
職
員
が
知
事

の
補
助
機
関
で
あ
る
職
員
で
な
い
と
き
は
、
そ
の
職
員
は
、
出
納
員
に
命
ぜ
ら
れ
る
際
に
知
事
の

補
助
機
関
で
あ
る
職
員
に
併
任
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。

第
六
条
第
二
項
中
「
行
な
う
」
を
「
行
う
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

３

第
五
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
分
任
出
納
員
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
七
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項

の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

第
五
条
の
二
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
分
任
出
納
員
に
命
ぜ
ら
れ
た
者
と
さ
れ

た
職
員
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
八
条
第
三
項
中
「
第
六
条
第
三
項
」
を
「
第
五
条
第
三
項
」
に
改
め
、
「
こ
れ
を
」
を
削
り
、

同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

第
一
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
局
、
課
及
び
公
所
に
係
る
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
会
計
員
は
、

そ
れ
ぞ
れ
当
該
局
、
課
及
び
公
所
の
長
（
地
域
県
民
局
に
あ
つ
て
は
、
各
部
の
長
）
が
命
ず
る
。

第
三
十
九
条
第
三
項
中
第
十
八
号
を
第
十
九
号
と
し
、
第
六
号
か
ら
第
十
七
号
ま
で
を
一
号
ず
つ

繰
り
下
げ
、
第
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六

自
動
車
保
管
場
所
証
明
手
数
料
及
び
保
管
場
所
標
章
の
交
付
に
係
る
手
数
料

第
二
百
二
十
四
条
第
一
項
中
「
総
務
部
長
を
経
て
知
事
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
」
を
「
当
該
財

産
の
所
属
す
る
部
局
の
長
に
協
議
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
を
削
り
、
同
項
第
四
号
を

同
項
第
三
号
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
承
認
が
あ
つ
た
」
を
「
規
定
に
よ
る
協
議
が
成
立
し
た
」
に

改
め
る
。

別
表
第
一
中
「
青
森
県
量
子
科
学
セ
ン
タ
ー
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
十
九
条
第
三
項
の
改
正

規
定
は
、
同
年
五
月
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

訓

令

青
森
県
訓
令
甲
第
十
号

庁

中

一

般

各

出

先

機

関

職
員
の
任
免
等
発
令
事
務
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
報
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号
外
第
三
十
二
号

平
成
三
十
年

三
月
三
十
日

（
金
曜
日
）



職
員
の
任
免
等
発
令
事
務
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

職
員
の
任
免
等
発
令
事
務
取
扱
規
程
（
昭
和
三
十
九
年
四
月
青
森
県
訓
令
甲
第
十
九
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
の
表
の
第
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

五

併
任
（
出
納
員
、
分
任

出
納
員
、
収
納
分
任
出
納

員
及
び
会
計
員
（
以
下

「
出
納
員
等
」
と
い

う
。
）
を
命
ず
る
場
合
を

除
く
。
）

履
歴
書

一
通

第
七
条
第
一
項
の
表
の
第
二
号
中
「
会
計
管
理
者
が
辞
令
書
を
交
付
し
て
行
う
」
を
「
青
森
県
財

務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
三
月
青
森
県
規
則
第
十
号
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
」
に
改
め
る
。

別
表
８
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

８
併
任
（
出

納
員
等
を

命
ず
る
場

合
を
除

く
。
）

氏
名

青
森
県
職
員
に
併
任
さ
せ
る

主
事
に
補
す
る

無
給
と
す
る

○
○
部
○
○
課
勤
務
を
命
ず
る

別
表
12
の
項
及
び
13
の
項
中
「出
納
員
等

」
を
「出

納
員
及
び
分
任
出
納
員

」
に
改
め
、
「会

計
員
、

」
を
削
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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刷
所
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目
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